
空き家問題は相続ビジネスとして
いかに展開すべきか

～空き家管理から相続ビジネスの展開を狙うビジネススキームとは何か～

ＮＰＯ法人日本相続士協会 代表理事
ＮＰＯ法人日本空き家再生協会 副理事長
相続ジャーナリスト

TAP高田馬場会場

100名定員

講師

第 45回定例会

1950年東京生まれ。東京農工大学農学部卒。
2001年相続に特化した専門家集団「相続支援ネット」主宰。2013年NPO法人日本相続士協会を設立・代表理事。
2017年NPO法人日本空き家再生協会・副理事長。『直撃LIVEグッデイ！』生出演。『ガイアの夜明け』取材出演。
『週刊文春』『サンデー毎日』『週刊現代』『エコノミスト』掲載。『住宅新報』『納税通信』『FPジャーナル』等執筆多数。
ミサワホーム・積水ハウス・旭化成ホーム・生命保険会社・宅建業界・TKC等で土地評価・相続関連の講演多数。

日時

14:00～17:00 （受付開始は30分前です）
2019年12月11日（水） 受講料 25,000円（資料代・税込）

TAP実務家クラブ会員（２名様まで無料）

江里口 吉雄 氏
えりぐち きちお

※ 無 料：ＴＡＰ実務家クラブ会員、東京定額制クラブ会員、ＴＡＰ実務セミナー利用券使用、ＴＡＰチケット10使用
（忘年会は割引対象外です。）会員割引

セミナー詳細・お申込は、ホームページからでもご利用可能です。 TAP実務セミナー

空き家問題の本質を探ると相続ビジネスの展開が見えてくる11
既存空き家全国846万戸はビジネス対象となるのか22
空き家問題解決に終活問題の解決はいかに必要か33
空き家問題における終活のメルクマールとしての相続問題とは何か44
空き家問題の本質が終活問題と相続問題にあるその訳とは55
宅建業と空き家管理ビジネスの展開はどうあるべきか66
空き家問題の事前解決が相続ビジネスに展開できる77
空き家ビジネスの実務的スキームと今後の課題88

講座内容

17：15～19：15 ＴＡＰ実務家クラブ会員は
忘年会のみのご参加も承ります。［別途5,000円（税込）］忘 年 会

不動産相　　続



事務所名
または会社名

ご記入月日

定例会 □参加する □参加しない

□参加する（別途5,000円） □参加しない忘年会

年　　　　　　月　　　　　　日

事業所または
会社所在地
ご　住　所

〒

E-mail

認定区分 番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）AFP　・　CFP®

TEL
※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。

※お持ちの方はご記入ください。

FAX

ふりがな

参加者名

業　　種

□弁護士
□行政書士
□金融機関
□不動産業

□税理士
□社会保険労務士
□証券
□住宅・建設

□司法書士
□中小企業診断士
□コンサルティング会社

□不動産鑑定士
□FP

□公認会計士
□土地家屋調査士
□保険
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ふりがな

FAX:03-3208-6255
セミナー詳細・お申込は、ホームページからでもご利用可能です。 またはTAP実務セミナー

●本書・受講申込書をコピーし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。「受講申込書」が届き次第参加者様宛に、折り返し「受付確認書」をFAXいたします。
●お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

〈TAP高田馬場〉
［所在地］
東京都新宿区高田馬場1-31-18　高田馬場センタービル３階
［交通アクセス］
JR山手線 高田馬場駅（戸山口）より徒歩３分
西武新宿線 高田馬場駅（戸山口）より徒歩３分
東京メトロ東西線 高田馬場駅（３番出口）より徒歩６分

NPO法人　日本ファイナンシャルプランナーズ協会
法人賛助会員・継続教育認定単位研修機関

https://tap-seminar.jp seminar@t-ap.jp

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル３階
TEL.0120-02-8822／FAX.03-3208-6255
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　受講申込書

□TAP実務家クラブ会員　□東京定額制クラブ会員　□ＴＡＰチケット１０　□一般
□TAP実務セミナー利用券使用（No.　　　　　　　　）

2019 .12.11（水）　第４5回TAP実務クラブ定例会

空き家問題は相続ビジネスとしていかに展開すべきか


